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告 示 (第1175号－第1189号)

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第２

条第２項に規定する指定地方公共機関の指定 (消防防災課) １

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定事項の変更 (会計管理局会計課) １

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) １

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) ２

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) ２

○平成21年度一般会計補正予算 (財 政 課) ３

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) 15

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) 15

○県営土地改良事業計画の決定 (農村整備課) 15

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) 15

○土地改良区の清算人の退任 (農村整備課) 15

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) 16

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) 16

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) 16

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) 17

公 告

○都市計画の案に係る公聴会の開催 (都市計画課) 17

公安委員会

○福岡県道路交通法施行細則及び福岡県警察の組織に関する規則の一

部を改正する規則 (警察本部運転免許試験課) 18

福岡県告示第1175号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく指定地方公共

機関の指定 (平成17年10月福岡県告示第1972号) の一部を次のように改正する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

｢株式会社エフエム九州｣ を ｢株式会社ＣＲＯＳＳ ＦＭ｣ に改める｡

福岡県告示第1176号

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定事項を変更したので告示する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1177号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第
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目 次

告 示

売りさ
ばき人
証番号

売りさばき人の
住所及び氏名

売りさばき所 変更年月日

新

32
福岡市中央区天神２丁目
13番１号
株式会社福岡銀行

福岡市中央区天神２丁目13番１号
株式会社福岡銀行本店ほか54箇所
(今回変更した売りさばき所)
福岡市中央区港２丁目６番８号
株式会社福岡銀行湊町支店 平成21年

８月17日

旧

福岡市中央区天神２丁目13番１号
株式会社福岡銀行本店ほか54箇所
(今回変更した売りさばき所)
福岡市中央区港１丁目８番22号
株式会社福岡銀行湊町支店
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10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年６月26日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

(変更前) 特定非営利活動法人 北九州子育ち・親育ちエンパワメントセンター

(変更後) 特定非営利活動法人 北九州子育ち・親育ちエンパワメントセンター

Ｂee

� 代表者の氏名

中村 雄美子

� 主たる事務所の所在地

福岡県北九州市戸畑区中原東二丁目４番20－102号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 子育てしやすい地域づくりに関心のあるすべての人々に対し､ 子育

ち・親育ちに関する人材育成事業､ 子育ち・親育ちに関する情報の普及・啓発事業

､ 子育ち・親育ちに関する調査・研究事業､ 連携を促進する事業を行い､ 養育者と

子どもが真にエンパワメントされる子育て支援のために､ 北九州市内の人々に対し

､ 子育て支援とは何かを常に問い直しながら､ 地域の施設を核とした地域の子育て

支援が有効に機能するように､ 概念の整理､ 知識､ 資源､ 人材､ 技術など､ あらゆ

る面での支援調整を行う中間支援組織として､ 新たな支援の仕組みを開発し発信し

ていくことを通して､ 北九州市の子育てしやすい地域づくりに貢献していきます｡

福岡県告示第1178号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年６月29日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人山田筑紫会

� 代表者の氏名

中村 光明

� 主たる事務所の所在地

福岡県嘉麻市上山田712番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ 青少年に対して､ スポーツ (柔道) 教室やイベントを開催し､ スポ

ーツ選手としての技量とマナーを身につけさせ､ 将来は後輩の指導者としての育成

を図り､ スポーツの普及・振興に努め､ 不特定多数の青少年の健全育成に寄与する

とともに当該地域の高齢化は殊の外進行していることに鑑み､ これらの高齢者に対

して､ 将来とも当該地域において楽しく､ 安心して自立した日常生活が営まれるよ

う必要な事業を行い､ 不特定多数の高齢者への福祉サービスの増進に寄与すること

を目的とする｡

福岡県告示第1179号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年７月２日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称
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特定非営利活動法人 太陽・Ｍ

� 代表者の氏名

中原 和子

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市西区姪の浜四丁目２番15号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 在宅で支援が必要な障がいを持つ人たちに対して､ 福祉作業所の運

営､ 障害者自立支援法に基づく各種の障害福祉サービスや地域生活支援事業の受託

その他福祉向上に関する事業を行い､ 障がいを持つ人たちが個性的で人間らしく成

長できるように支援することにより､ 福祉の増進に寄与することを目的とします｡

福岡県告示第1180号

平成21年度一般会計補正予算は､ 平成21年６月第12回福岡県議会定例会において次の

ように議決されたので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第219条第２項の規定によ

り公表する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡
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平成21年６月23日 議決
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福岡県告示第1181号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

太宰府市高雄六丁目4227－72及び4227－565から4227－576まで (第４工区)

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

福岡市博多区博多駅二丁目19番17号

株式会社西日本トラスト 代表取締役 中嶋 凡夫

福岡県告示第1182号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第２項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 ベスト電器New太宰府店

� 所在地 福岡県太宰府市向佐野四丁目８番47号

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

福岡県告示第1183号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条第１項の規定に基づき､ 県営土地改良事

業計画を定めたので､ 同条第５項の規定により公告し､ その関係書類を次のように縦覧

に供する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1184号

大橋第二土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和

24年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 就任理事

福岡県告示第1185号

解散した清算法人久保土地改良区から清算人の退任の届出があったので､ 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第68条第４項において準用する同法第18条第17項の規定によ

り次のように公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡
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縦 覧 に 供 す る 書 類 縦 覧 期 間 縦覧場所

県営惣原地区土地改良 (農業用ため池整備
) 事業計画書の写し

平成21年７月17日から
平成21年８月17日まで

宗像市役所

氏 名 住 所

末 次 守 久留米市大橋町常持770番地１

氏 名 住 所

中 野 峰 穂 久留米市大橋町常持824番地

氏 名 住 所

� 田 和 彦 京都郡みやこ町勝山大久保1936番地
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福岡県告示第1186号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

大牟田市大字櫟野字土穴937－２及び938－２

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大牟田市大字櫟野940番地１

池松 裕也

福岡県告示第1187号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

うきは市浮羽町三春字西川700－１から700－３まで､ 700－８､ 700－12から700－1

8まで並びに1384－１､ 三春字大碇748－１､ 749－１､ 745－５及び750－２から750－

４まで並びにこれらの区域内の道路・水路である市有地の全部

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

うきは市吉井町新治316

うきは市土地開発公社 理事長 田中 節男

福岡県告示第1188号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年７月１日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人よか隊

� 代表者の氏名

西田 尚美

� 主たる事務所の所在地

福岡県筑紫野市石崎２丁目１番７号

� 定款に記載された目的

(変更前) この法人は､ 地域の商店及び住人に対して､ インターネット活用による

コミュニケーションを通じ､ 地域活性化に関する事業や､ 子供たちに対する地

域商店体験支援事業を行い､ もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に

寄与することを目的とする｡

(変更後) この法人は､ 情報通信技術や食育などを通じて､ 結びつきが薄くなって

いる子供と大人､ 市民と各種社会資源をつなぐ役割を担うことにより､ 地域に

おける循環型社会の実現に寄与することを目的とする｡
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�

佐井川 勇 〃 〃 勝山松田3385番地

� 地 稔 〃 〃 勝山大久保1810番地２

� 武 文 治 〃 〃 〃 2070番地

久 松 明 〃 〃 〃 2088番地２

元 松 博 裕 〃 〃 〃 1846番地

� 竹 貞次郎 〃 〃 勝山松田3358番地

梅 本 正 〃 〃 〃 3410番地

加 � 九州男 〃 〃 勝山大久保1890番地
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福岡県告示第1189号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年７月１日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人九州・アジア経営塾

� 代表者の氏名

四島 司

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号電気ビル北館12階

� 定款に記載された目的

この法人は､ 経済社会の活性化及び更なる発展を目指す不特定多数の個人・団体

等に対して､ 活力ある企業の経営を先導する次世代のリーダーを育成するための教

育事業を行い､ もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

公告

都市計画の案について公聴会を開催するので､ 福岡県都市計画公聴会規則 (昭和45年

福岡県規則第43号) 第３条第１項の規定により次のように公告する｡

平成21年７月17日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 変更しようとする都市計画の種類及び名称

八女都市計画道路３・４・１号新町高塚線､ ３・３・２号室岡平田線､ ３・４・７

号大島稲富線及び３・４・８号吉田大福寺線

２ 開催の日時及び場所

� 日時

平成21年８月11日 (火) 午後７時から９時まで

� 場所

八女市中央公民館 (八女市本町586)

３ 都市計画の案の概要及び閲覧

� 都市計画の案の概要

� 閲覧

同案については､ 平成21年７月17日から同月31日までの間､ 福岡県建築都市部都

市計画課及び八女市建設課において､ 公衆の閲覧に供する｡

４ 意見を述べようとする者の申出の方法及び期限等

� 公聴会において意見を述べようとする者は､ 公述申出書を平成21年７月31日 (必

着) までに福岡県建築都市部都市計画課に提出すること｡

� 公述申出書 (様式) は､ ３の閲覧場所において配布する｡

５ 公述人の選定及び公述方法

公述申出書を提出した者で､ 公述人に選定されたものは､ 公聴会に出席して公述申

出書に記載した内容により意見を述べることができる｡

６ その他
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公 告

路 線 名 位 置 区域 (延長)

３・４・１号新町高塚線 起点 八女市本町字新町畑
終点 八女市高塚字下中原部
主な経過地 八女市稲富字上川原

約600メートル

３・３・２号室岡平田線 起点 八女市室岡字志計
終点 八女市平田字仲津町
主な経過地 八女市本村字杉町

約5,990メートル

３・４・７号大島稲富線 起点 八女市本村字深町
終点 八女市稲富字内の坪
主な経過地 八女市本町字五丁野

約2,140メートル

３・４・８号吉田大福寺線 起点 八女市吉田字小牟田田
終点 八女市津江字川原
主な経過地 八女市納楚字赤氏

約2,870メートル
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� 傍聴

公述人を除き､ この公聴会の傍聴を希望する者は､ 公聴会当日､ 会場にて開催の

30分前から傍聴券を交付するので､ 受付に申し込むこと｡ ただし､ 申込み多数の場

合は抽選となることがある｡

� 開催の中止

公述申出者がいない場合は､ この公聴会は中止されるので､ 傍聴を希望する者は

､ 開催情報について事前に県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.jp/) 又は直接

問い合わせにより確認すること｡

� 問い合わせ先

この公聴会についての問い合わせは､ 福岡県建築都市部都市計画課 (福岡市博多

区東公園７番７号 電話092－643－3711) に対して行うこと｡

福岡県公安委員会規則第17号

福岡県道路交通法施行細則及び福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正し､ ここ

に公布する｡

平成21年７月17日

福岡県公安委員会

福岡県道路交通法施行細則及び福岡県警察の組織に関する規則の一部を改

正する規則

(福岡県道路交通法施行細則の一部改正)

第１条 福岡県道路交通法施行細則 (昭和47年福岡県公安委員会規則第７号) の一部を

次のように改正する｡

第28条第１項中 ｢運転免許試験場｣ の次に ｢､ 渡辺通優良運転者免許更新センター

(以下 ｢ゴールド免許センター｣ という｡ ) ｣ を加え､ 同項ただし書を削り､ 同条第

３項本文を次のように改める｡

前項の規定にかかわらず､ 福岡県内に住所地を有する者で､ かつ､ 次の各号 (第

２号を除く｡ ) のいずれかに該当するものはゴールド免許センターに､ 福岡県宗像

警察署､ 福岡県朝倉警察署､ 福岡県前原警察署､ 福岡県小郡警察署､ 福岡県うきは

警察署､ 福岡県黒木警察署､ 福岡県行橋警察署及び福岡県豊前警察署のいずれかの

管轄区域に住所地を有する者で､ かつ､ 次の各号のいずれかに該当するものはその

者の住所地を管轄する警察署に法第101条第１項及び第101条の２第１項に規定する

免許証の更新を申請することができる｡

第28条第４項中 ｢運転免許管理課､ 運転免許試験場｣ を ｢運転免許試験場､ ゴール

ド免許センター｣ に改め､ ｢同免許証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する

｣ を削る｡

第31条第１項中 ｢運転免許管理課､ 運転免許試験場｣ を ｢警察本部運転免許管理課

､ 運転免許試験場､ ゴールド免許センター (法第101条第１項又は第101条の２第１項

に規定する免許証の更新と同時に行う法第104条の４第１項の規定による免許の取消

しの申請に限る｡ ) ｣ に改める｡

(福岡県警察の組織に関する規則の一部改正)

第２条 福岡県警察の組織に関する規則 (平成６年福岡県公安委員会規則第24号) の一

部を次のように改正する｡

第41条に次の１号を加える｡

� 国外運転免許に関すること｡

第42条中第２号を削り､ 第３号を第２号とする｡

附 則

この規則は､ 平成21年10月１日から施行する｡
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